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ＣＭの法律問題
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基礎編
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第１ ＣＭｒが負う法的責任
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Ａ 対発注者－ＣＭ契約を締結

契約責任

Ｂ 対工事関係者（設計者、施工者、工事

監理者など）－契約は締結せず

不法行為責任

Ｃ 対第三者（近隣者、建築物の利用者な

ど）－契約は締結せず

不法行為責任
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実践編
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第１問（Ｑ２２）
アットリスクCMでは、CMrは元請となる
のか。
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ＣＭ業務の受託者は建設業法
上の元請として考えるべきなの
か？それとも建築主から委任・委
託を受けた発注者として建設業法
上の元請ではないと考えられるの
かいずれでしょうか？
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